
 

 

 

議案第１５号 

長与町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例 

平成３０年３月６日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

長与町における高齢者に関する事業の見直しに伴い、敬老祝金の支給額の改定

を行うもの。 

上記議案を提出します。 



長与町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例 

長与町敬老祝金支給条例（昭和４５年条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「１０，０００円」を「５，０００円」に改め、同条第２号中「３０，

０００円」を「２０，０００円」に改め、同条第３号中「１００，０００円」を「８０，

０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３０年５月１日から施行する。 

 

 


